
ロシアのウクライナ侵略を強く非難し、政府に対し平和的な解決に

向け毅然とした対応を求める意見書

去る２月２４日、ロシアは、ウクライナへの武力攻撃、侵略を開始した。

今回の行動は、ウクライナの主権を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の違反であり、

国連憲章に反するものである。この事態は、法の支配に基づく国際秩序に対する挑戦であ

り、その根幹を揺るがしかねない暴挙である。どのような国際問題においても、武力行使

による解決は断じて認められず、強く非難せざるを得ない。

また、ロシアは、核戦力の使用さえも辞さないと示唆しており、このことはウクライナ

だけでなく、全世界の脅威であり断じて容認できない。

「非核平和都市宣言」を掲げる嬉野市の議会としては、一刻も早くウクライナの国土が

保全され、ウクライナ国民に平穏な日常が取り戻されることを願うものである。

日本政府におかれては、国際社会と緊密に連携をとり、あらゆる平和的な手段を講じ、

ロシア軍の即時攻撃停止及び部隊の撤退を実現させ、今後、このような武力侵攻が国際社

会で起こらないよう、全力を尽くされることを強く要請する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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